
奈良県鉱工業指数 平成１７年基準改定の概要 
 ① 基準年次 
平成 1７年を基準としています。したがって、指数水準は、平成 1７年平均を 100.0 とした比
率で示され、ウェイトは平成 1７年の産業構造によるものです。 

 
② 指数の種類 
平成１２年基準と同様に生産指数（付加価値額ウェイト）と在庫指数の２つの指数を作成しま
した。 
  
  ③ 業種分類 
     業種分類は日本標準産業分類に準拠し、これに該当する各品目を所属させるとともに、中分類 
  に次のとおり若干の組み替えを行っています。 
  ア「電気機械器具製造業」、「情報通信機械器具製造業」、「電子部品・デバイス製造業」を統合し
「電気機械工業」としました。 
イ  「化学工業」から「化学繊維製造業」を除いています。 
  ウ 「繊維工業」及び「衣服・その他の繊維製品製造業」並びに「化学工業」に分類されている  
   「化学繊維製造業」を統合して「繊維工業」としました。 
    エ  「食料品製造業」及び「飲料・たばこ・飼料製造業」を統合して、「食料品・たばこ工業」
としました。 

    オ 「家具・装備品製造業」のうち、「木製家具製造業」と「金属製家具製造業」を合わせて
「家具工業」としました。 

    カ  「ゴム製品製造業」、「なめし革・同製品・毛皮製造業」、前記オの「家具工業」、「印刷業」、
「木材・木製品製造業」及び「その他の製造業」を統合し「その他工業」を設けました。 

   キ  「石油製品・石炭製品製造業」、「精密機械器具製造業」及び「鉱業」は、数量の時系列把握
が困難である、ウェイトが低い、あるいは生産が皆無である等の理由により業種分類を設定し
ていません。 

     また、指数の対象範囲は鉱工業ですが、平成７年基準指数からこれに電力、ガスの公益事業 
   を加え、産業総合指数を参考系列として作成しました。 
 
     基本業種分類は以下のとおりです。 

 

 鉄鋼業 
 

 非鉄金属工業 
 

 
  

 
 

 
 

 金属製品工業 

 

     
 

  鉱工業  製造工業   一般機械工業  

 (参考系列)      
 

         電気機械工業   機械工業  
 

 

       輸送機械工業  

  
 

       窯業・土石製品工業     
 

      

 化学工業     
       

       プラスチック製品工業     
 

       パルプ・紙・紙加工品工業 
 

       繊維工業 
    

 

       食料品・たばこ工業     
   

       その他工業   ゴム製品工業  
 

産業総合 

  (参考系列)        
 

 
 

 皮革製品工業  
 

   公益事業    
 

 
 

 家具工業  
 

 

 

 

印刷業 
木材・木製品工業        

 

  

 その他製品工業  
 
  
 
  



④ 特殊分類 
      特殊分類は、鉱工業の採用品目をその用途によって財別に分類したものです。 

分 類          定           義 

最 終 需 要 財         
鉱工業又は他の産業に原材料等として投入されない製品。ただし、建設
財を含み、企業消費財を除く。 

 
 

 投  資  財 資本財と建設財の合計。  

  資 本  財       
家計以外で購入される製品で、原則として想定耐用年数が１年以上で比
較的購入価格が高いもの。 

 

  建 設  財       建築工事用の資材及び建築物に対する内装品、土木工事用の資材。  

 消  費  財 家計で購入される製品（耐久消費財と非耐久消費財の合計）｡  

  耐久消費財       原則として想定耐用年数が 1年以上で比較的購入価格が高いもの｡  

  非耐久消費財 原則として想定耐用年数が 1年未満又は比較的購入価格が低いもの｡  

生 産 財         
鉱工業及び他の産業に原材料等として投入される製品。ただし、企業消
費財を含み、建設財を除く。 

 

 鉱工業用生産財 
鉱工業の生産工程に原材料、燃料、部品、容器、消耗品、工具等として
再投入される製品。 

 

 その他用生産財 非鉱工業用の原材料、燃料、容器、消耗品及び企業消費財。  

 
 ⑤ 採用品目 
平成 1７年中の本県鉱工業生産品目の中から次の点に留意して見直しを行い、111 品目（産業
総合で 113 品目）を選定しました。 

    
ア  重要性 

        品目の重要性ということで、付加価値額の大きなものを採用しています。 
   イ  代表性 
        採用品目は、その品目の生産量を表すだけでなく、その属する産業全体の生産活動を表すこ 
   とが必要です。そのため、その業種において、できるだけ少ない採用品目で代表率がなるべく 
   高くなるように品目を統合したうえ選定しています。 
     代表率：採用品目の付加価値額が全体（鉱工業生産活動により産出される全品目）の総付 
         加価値額に占める割合 
   ウ 系列の信頼性 
        採用品目の選定については、数量系列が明確であることを第一義としました。したがって、 
   付加価値額が大きくても数量系列が不明確であるものや調査継続の可能性が低いものは除外し 
   ています。 
 
  ⑥ 指数の算式  
     指数の算式は、基準年次の固定ウェイトで加重平均するラスパイレス算式（基準時固定加重算 
  術平均法）を使用しています。 
 

 比較時１か月生産量  
 

・ 個別指数  ＝ 
基準時１か月平均生産量 

×100 
 

     
 （個別指数×基準時ウェイト）の総和   
 

・ 総合指数  ＝ 
 基 準 時 ウ ェ イ ト の 総 和                  

  
 



   
 

  
⑦ ウェイト 
ウェイトは付加価値額ウェイトとしました。付加価値額ウェイトとは、基準年次における各業 

  種・各品目間の付加価値の一万分比であり、各業種、各品目の生産活動の結果が経済に与える影 
  響の大小を表しています。 
     非採用業種、非採用品目の付加価値額は、それぞれ採用業種、採用品目の構成比で按分し、財  
  別にふくらましを行ってウェイトを算定しました。ふくらましウェイトにすることによって、指 
  数の代表性を向上させています。資料は「平成 1７年工業統計調査」を中心として「生産動態統 
計調査」等を利用しています。 

       ふくらまし：採用品目に非採用品目分のウェイトを加算し、採用品目でもって非採用品目分 
          の動きを代表させること 
 
⑧ 季節調整 
経済指標の時系列変動は、傾向要素、循環要素、季節要素、不規則要素の四つの要素から構成  

  されていると考えられていますが、一般的には短期的な変動の大部分は季節要素で占められてい 
  ます。 
     したがって、原指数そのものから経済動向をとらえようとすると、その変化の大部分は季節的 
  な変化に起因するもので、正確に動向をとらえるためには、なんらかの方法で季節的な変動を除 
  去する必要があります。 
     そのため、あらかじめ年間の季節のパターンを表現する季節指数を作成して、原指数を季節指 
  数で除して季節調整済指数を算出する方法をとっています。 
     季節指数の算出には、平成 7 年基準では季節調整法「センサス局法（Ｘ－12－ＡＲＩＭＡの
中のＸ－11 デフォルト）」を適用していましたが、平成 12 年基準指数からは、生産は「センサ
ス局法（Ｘ－12－ＡＲＩＭＡ）、在庫は「センサス局法（Ｘ－12－ＡＲＩＭＡの中のＸ－11 デ
フォルト）」を採用しました。平成 17 年基準においても平成 12 年基準と同様の方式を採用しま
す。 
   Ｘ－12－ＡＲＩＭＡでは、季節要因に加え、曜日・祝祭日要因によっても調整されています。
季節調整済指数は以下のように算出されます。 

 
  季節調整済指数 ＝ 原指数 ÷ （ 季節指数 × 曜日・祝祭日指数 ） 
 
   
  ⑨ 資料の出所 
      数量データは、「経済産業省生産動態統計」（指定統計第 12 号）（以下「生動」という。）を主
として、それに近畿経済産業局など関係諸官庁、業界・事業所からの資料によります。 

 
 ⑩ 指数の接続 
     平成 1７年基準指数は、平成１５年１月分まで遡及して作成していますが、やや長期的に観察
する場合には不十分なため、次の式でリンク係数を算出し接続します。 
  

平成 17 年基準の平成 15 年１～３月平均季節調整済指数  
・リンク係数 ＝ 

平成 12 年基準の平成 15 年１～３月平均季節調整済指数  
 
     なお、接続の範囲は、総合指数及び業種別指数とします。 
 
 ⑪ その他 
    前年比は原指数、前期比は季節調整済指数を使用しています。 
 
 



 
【採用品目について】   
   
採用品目 経済産業省生産動態統計調査及び奈良県独自で事業所に対して調査した品目から重要性、

代表性、時系列の安定性、信頼性を考慮して 111 品目（産業総合で 113 品目）を選定し
ました。 

 
12 年基準からの変更点 
 
新規採用業種 印刷業 
新規採用品目等 太陽電池モジュール、通信機械（携帯電話など）、プラスチック製建

材、超硬工具 等  
廃止品目 温風・温水暖房機（ガス温水給湯暖房機など）、集積回路、プリント

配線板、暖房用・保温用電気製品（電気カーペットなど） 等 
 

 
   

 
      

 
    

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業種分類別の採用品目数

業種分類名 平成12年基準 平成17年基準 増減数
生産 在庫 生産 在庫 生産 在庫

総合（製造業） 122 67 111 60 -11 -7
　鉄鋼業 7 3 7 2 0 -1
　非鉄金属工業 3 1 3 1 0 0
  金属製品工業 14 10 7 3 -7 -7
　一般機械工業 17 7 18 9 1 2
　電気機械工業 13 8 10 7 -3 -1
　輸送機械工業 5 0 3 0 -2 0
　窯業・土石製品工業 7 6 5 4 -2 -2
　化学工業 7 4 8 5 1 1
　プラスチック製品工業 9 8 10 9 1 1
　パルプ・紙・紙加工品工業 4 2 4 2 0 0
　繊維工業 9 6 7 7 -2 1
　食料品・たばこ工業 11 4 11 4 0 0
　その他工業 16 8 18 7 2 -1
　　ゴム製品工業 3 3 3 3 0 0
　　皮革製品工業 3 3 2 2 -1 -1
　　家具工業 2 0 2 0 0 0
　  印刷業 0 0 3 0 3 0
　　木材・木製品工業 3 1 3 1 0 0
　　その他製品工業 5 1 5 1 0 0
　機械工業（参考） 35 15 31 16 -4 1
　公益事業（参考） 2 0 2 0 0 0
産業総合（参考） 124 67 113 60 -11 -7



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業種別ウェイト一覧

品目名 ウェイト
生産 在庫

総合（製造工業・業種） 10000 10000
鉄鋼業 130.5 158.7
非鉄金属工業 153 227.8
金属製品工業 741.1 1242.5
一般機械工業 1645.5 1435.2
電気機械工業 1806.1 1472.4
輸送機械工業 581.1 0
窯業・土石製品工業 210.2 263.3
化学工業 311.1 498.4
プラスチック製品工業 754.4 996.1
パルプ・紙・紙加工品工業 260.5 340.5
繊維工業 523.7 1061.2
食料品・たばこ工業 1440.4 913.7
ゴム製品工業 386.2 241.8
皮革製品工業 61.5 164.5
家具工業 67.7 0
印刷業 353.6 0
木材・木製品工業 240.4 664.1
その他製品工業 333 319.8

公益事業 99.9 0
その他工業 1442.4 1390.2
機械工業 4032.7 2907.6
産業総合 10099.9 10000


